
○ＰＡＺ：Precautionary Action Zone
原子力施設から概ね半径５ｋｍ圏内。
放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を行う。

○ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone
ＰＡＺの外側の概ね半径３０ｋｍ圏内。
予防的な防護措置を含め、段階的に屋内退避、避難、一時移転を行う。

ＰＡＺ
（概ね半径5km圏）

UPZ
（概ね半径30km圏）
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新しい防災対策の重点区域
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立地道府県：１３道府県

北海道、青森県、宮城県、
福島県、茨城県、新潟県、
静岡県、石川県、福井県、
島根県、愛媛県、佐賀県、
鹿児島県

隣接府県：２府県
（原発から１０km圏内）
京都府、長崎県
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UPZ導入による新規隣接道府
県：６県
（原発から１０km圏外）
富山県、岐阜県、滋賀県、
鳥取県(※)、山口県、福岡県、
※岡山県（上斎原：加工施設）からも近
接

岐阜
山口

原子力発電所の所在及び周辺道府県（UPZ：３０ｋｍ圏）



●PAZの住民の避難開始
●PAZの住民は安定ヨウ素剤を

服用

例）冷却機能喪失

ＵＰＺ
(5~30km) (30km~)

②施設敷地緊急事態（原災法１０条）【防護措置の準備を開始】

③全面緊急事態（原災法１５条）【防護措置を実施】

①警戒事態【警戒体制の構築（参集、情報収集、拠点間の連絡など）】

ＥＡＬ（ＧＥ）

例）大地震
（所在市町村で震度
６弱以上）

例）全交流電源喪失

ＰＡＺ
(~5km)

●PAZの住民の避難準備 を開始
（●PAZの要配慮者の避難や屋内

退避を開始）

（●ＰAZの要配慮者の 避難準備
を開始）

ＥＡＬ（ＡＬ）

ＥＡＬ（ＳＥ）

○原子力施設の状態等に基づく、三段階の緊急事態区分を導入。その
区分を判断する基準（ＥＡＬ：Emergency Action Level）を設定。
○ＥＡＬに応じ、放射性物質の放出前に避難や屋内退避等を行う。
※入院患者等の要配慮者の避難は、通常の避難より時間がかかるため、 EAL（ＳＥ）（原災法10条）の
段階から、避難により健康リスクが高まらない者は避難を開始し、避難により健康リスクが高まるおそ
れのある者は遮蔽効果の高い建物等に屋内退避する。

●UPZの住民は屋内退避

●UPZの住民の屋内退避準備

EALによる段階的避難／要配慮者は早期避難

3



○全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、UPZ圏
内においては住民の屋内退避を実施。
○その後、原子力災害対策本部が、緊急時モニタリングの結果に基づき、空
間放射線量率が一定値以上となる区域を特定。当該区域の住民は原子力災害
対策本部の指示により一時移転を実施。
○飲食物については、放射性核種ごとに濃度基準を設け、摂取制限を実施。

種類 初期基準値 防護措置の概要

OIL１ 500μSv/h 数時間内を目途に区域を特
定し、避難等を実施。

OIL２ 20μSv/h １日内を目途に区域を特定し、
地域生産物の摂取を制限す
るとともに、１週間程度内に一
時移転を実施。

飲食物
の基準

0.5μSv/h 数日内を目途に飲食物中の
放射性核種濃度を測定すべ
き区域を特定。

ＯＩＬ６ 核種ごとに
基準を設定

一週間以内を目途に飲食物
中の放射性核種濃度の測定
と分析を行い、基準を超える
ものにつき摂取制限を迅速に
実施。

道府県 原子力
事業者

指定
公共団体

・緊急時モニタリングの実施

・緊急時モニタリングの結果の集
約・妥当性判断、等

緊急時
モニタリングセンター

（国が指揮）

緊急時モニタリングを統括

国
モニタリング

結果

UPZ圏内における防護措置の考え方
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